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米国と丁PP交 渉参加国とのFτAでTRpS協 定

の保護の水準を上回る規定の具体例 平成23年10月25日

外 務 省

特 許 二TRIPS協 定では関連規定はないが,豪,ペ ルー及び刊 とのFTAは 「特許発明の公表から特許出願するまでに
認 め られ る猶 予 期 間(グ レース ・ピリオ ド)」を12ヶ 月に定 め る。 ※ 我 が 国 は6ヶ 月 。

商 標:TRPs協 定では「視覚で認識できること」を商標の登録条件として要求できるとしているが,豪 ペルー及びシン

ガポールとのFTAは 視覚によって認識できない標章(例 えば音)を商標登録できるようにする旨を定める・

※我が国はTRIPS協 定の規定と同様。

著 作 権:TRIPS協 定 では 著 作 権 の 保 護期 間 を「少な くとも50年 間 」としているが,豪 ペ ルー,チ リ及 び シンガポー ル

とのFτAは 「少なくとも70年 間」と定める。

※我が国の著作権の保護期間は原則的に著作者の死後50年 間。

医 薬 品 ・農 業 用 化 学 品 関 連:TRIps協 定では医薬品・農業用化学品のデータ保護を定めるだ1ナで具体的な

保 護 期 間 につい て定 め ていない が,豪,ペ ル ー,チ リ及 び シンガポー ル とのFTAに は製 品の 製 造 ・販 売 の 承 認 に際 し,

先発 品 の 申請 者 が提 出 した安 全 性 等 に関す るデー タを,承 認 後 の 特 定 期 間,保 護 す る旨を定 め るもの が ある(医 薬

品 は 少 なくとも5年,農 業 用 化 学 品 は少 なくとも10年)。

※ 我 が 国 は 医薬 品 に関 して実 質8年,農 薬 に関 して15年 。
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民 事 救 済=TRIPS協 定では知的財産権の侵害に関する訴訟につき訴訟費用(弁 護士費用については任意規定)の

支払いを侵害者に命ずる権限を裁判所に与える義務を定めるが,豪,ペ ルー,チ リ及びシンガポールとのFTAは 「例外

的な場合を除き」「合理的な」弁護士費用を敗訴者が負担する旨を定める。

※我が国は弁護士費用を敗訴者が負担する制度を採用していないが,実 務上,不 法行為訴訟において損害賠償を命

ずる判決が言い渡される場合には,弁 護士費用相当分は損害賠償額に含まれる。

刑 事 手 続:TRIPS協 定では著作権侵害につき権利者から告発がなくても職権で刑事手続をとることを可能にする

(非親告罪化)規 定はないが,豪 ペルー,チ リ及びシンガポールとのFTAは 著作権侵害を非親告罪化する旨を定める。

※我が国においては,著 作権侵害については親告罪となっている。

地 理 的 表 示(G1):TRiPS協 定で はGl保 護 の具 体 的な制 度 を予 断 していないが,豪 ペ ルー,チ リ及 びシンガポ ー

ルとのFTAはGI保 護を商標によっても可能とする旨を定める。

※我が国はGl保 護制度について国内制度設計を検討中。

イン ター ネ ット・サ ー ビス ・プ ロバ イダ(ISP)の 責 任 制 限:TRIPS協 定では関連規定はないが,豪 ペル 『
一,チ リ及びシンガポールとのFTAはISPに 過剰な責任を課さないように,一 定の場合にISPの 損害賠償責任を制限

する旨を定める。

※我が国は同趣旨の法制度を採っている(プロバイダ責任制限法)。
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「TPP協 定 交 渉 の 分 野 別 状 況」

(国 家戦 略 室HP)よ り抜粋(「 知的財産」)

ダ

TPPを 慎重に考 える会配布資料

(平成23年10月26日)

環太 平洋パー トナー シ ップ(TPP)協 定交渉では24の 作業部会が設 け られているが,こ れ らの部 会は 「首席交 渉官会

議 」のよ うに特定の分野 を扱わ ないものや,「 物品市場ア クセス」(工 業),「 物品市場 アクセス」(繊 維 ・衣料 品),「 物品市

場 アクセス」(農 業)の よ うに,分 野 としては一つに括 りうるもの も含 まれて いる。 このよ うな会 合 を整理す ると,分 野 と

しては 乏1分 野 とな る。また,作 業部会 ごとに協 定テキス トの 「章立て」が行われ るとは限 らず,今 後 の交渉次第 で複 数の

作業部 会の成果 が一つの章 に統合 され,ま たは,「 分野横 断的事項 」作業部会の ように作 業部会 の成果が複数 の章 に盛 り込

まれる可能性 もあ る。

本資料 は,我 が 国関係省 庁がTPP協 定交渉 国 との協議等 を通 じて収集 した情報 をもとに,協 力 ・調 整 して作 成 した もの

である。
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8.知 的財 産

1交 渉 で扱われて いる内容

知 的財産 の十分で効果的な保護,模 倣 品や海賊版 に対す る取締 り等 について定め る。

2交 渉 の現状

WTO・TRIPS協 定(知 的所有権の貿易関連の側面 に関す る協定)の 内容 をどの程度上 回る保護水準 ・保護範 囲 と

す るか を中心 に議論が行われ ているが,米,豪,シ ンガポール,チ リ,ペ ルーの よ うに高 い レベルの保護水 準 を有す るF

TAを 既 に締 結 している国が ある一方,高 い レベルの保護水準 を有す るFTAを 締結 した経験が ない国 もあ り,個 別 項 目

につ いて の意 見は収敏 していな い模様 。

13.既 存 の協定 の内容1【 別添10:「TPP協 定交渉参加国 間及び我が国の既存の協定 一知 的財産」】

(1)TPP協 定交 渉参加 国間のFTA

(ア)P4協 定

P4協 定 の知的財産章は簡素 な ものであ り,TRIPS協 定の知的財産保護の水準 を上 回る規定 【注1】 は多 くない。

【注1】 丁R!PS協 定の知的財産保護の水準 を上回る規 定

TRIPS協 定 にな い新た な規 定を置 く,TRIPS協 定 では概括的に しか規 定 して いな い事項 につ き詳細 に規

定す る,TRIPS協 定 で定 め られ た規定 よ りも知 的財産保護水準の高 い規 定 とす る等が ある。

(イ)P4協 定 以外 のTPP協 定交渉参加国間のFTA

① 米 国の二 国間FTA(米 豪,米 シンガポール,米 チ リ,米 ペルー)及 び豪チ リFTA

知 的財産章 には,特 許,商 標,地 理 的表示,医 薬 品関連,権 利執行(主 に模倣品 ・海賊 版対策に関す るもので,

具体 的 には,国 境措置,民 事 救済,刑 事手続 デジタル環境 下での執行)等 の分 野に おいて,TRIPS協 定の知

的財 産保護 の水準 を上 回 る多 くの規定が設 け られて いる例 がある。

② 豪 ・NZ・ASEAN・FTA



知的財産章 には,TRIPS協 定の知 的財産保護の水準 を上 回る規 定は多 くない。

③ その他

シンガポール ・ペルーFTA,ペ ルー ・チ リFTAに は,知 的財産章 を設 けて いない。『

(2)日 本のEPA

我が国EPAの 知的財産章 には,基 本的にTRIPS協 定 をベー スと しつつ,手 続 の簡素化,透 明性,特 許,商 標,

不 正競争,植 物の新 品種 に係 る育成者,権 利執行(国 境措置,民 事救 済,刑 事 手続等),小 委員会等 の条項が含 まれ る。

この うち,特 許,商 標,意 匠(デ ザ イン),権 利執行等の面では,TRIPS協 定の知的財産保護 の水 準 を上回 る多 くの

規 定 を置 いている(例 えば,特 許の早期審査制度の導入,部 分意 匠(デ ザイ ン)保 護制 度の導入,他 国で広 く認識 され

て いる商標 と同一 又は類似 の商 標が 自国で不正使用 され る場合に取 り消す ことの義務づ け等)。 ただ し,ブ ルネ イ,メ キ

シ コ,ASEANと のEPAで は知的財産章 を設 けていな い。

(3)ACTA(偽 造品の取 引の防止 に関す る協定(仮 称))

我が 国は2008年 以降,米 国 と共 にACTA交 渉 を主導 し(他 のTPP協 定交渉参加 国(豪 州,ニ ュー ジー ラン ド,

シンガポー ル)等 も参加),昨 年 これ を妥結 に導 いた(本 年10月1日 署名)。ACTAに は,権 利執行(国 境 措置,民

事 救済,刑 事手続,デ ジタル環 境下での執行)の 面で,TRIPS協 定の知的財 産保護 の水準 を上回 る多 くの規 定が設

け られ てい る。【注2】

【注2】 権利執行面でのTRIPS協 定の知的財産保護の水準 を上回る規定

(民事 上の執行)

TRIPS協 定では,輸 入侵害物 品の流通経路への流入 を防止す ることを命ず る権限 を司法 当局 に与 え ることを義

務付 けて いるが,ACTAに お いては,輸 入品のみ な らず輸出品について も流入の防止 を命ず る権 限 を司法 当局に与

え ることを義務 付 けてい る。

(国境措置)

TRIPS協 定では,知 的財産権侵 害の疑 いが ある物品の輸入 を税関が職権 で差 し止め ることがで きる制度 を採

用 ・維持す ることは義務 とされ て いな いが,ACTAに おいては,か か る物 品の輸 入及び輸出 を税関が職権 で差 し

止め る ことがで きる制度 を採用 ・維持する ことが義務 とされ ている。

(刑事 上の執 行)



TRIPS協 定では,模 倣商標 ラベルの取引や映画の盗撮の取 り締 ま りに関す る直接の規定は設 けられて いなか

ったが,模 倣商標ラベルの輸入 ・使用や映画 の盗撮の違法化 を規定 して いる(映 画の盗撮 について は任意規 定)。

(デ ジタル環 境における執行)

TRIPS協 定では,デ ジタル環境下での権利侵害に的確 に対応で きるよ うな規定 は設 け られ ていな いが,ACT

Aで は,CD,DVDの 複 製や デジタル ・コンテ ンツの違法二次利用 を防止す るための技術 的手段(コ ピー コン トロ

ールや アクセス ・コン トロール)を 回避するための装置や プ ログラムの製造 ・輸入等 を規制す る旨を規定 してい る。

4.TPP協 定交渉参加 を検討す る際に我が国 と して考慮すべ き点

(1)我 が国が確保 した い主なルールの 内容

(ア)ACTAと 同 じ水準の規定がTPP協 定に盛 り込 まれ るこ とになれ ば,我 が国 とのEPAで 知的財 産章 の ない ブ

ル ネイや,模 倣 品 ・海賊版対 策に関 してACTAの 関連規定 と比較す ると水準 が低 いものにな って いるマ レー シア

及 びベ トナムにお ける模倣 品 ・海賊版対策が強化 ・改善 され ることとな り,我 が国企業の有す る知的財産権の保護

が促進 され る。

(イ)事 業者 同士の ライセ ンス契約 に政府 が介入す ること(ロ イヤ リテ ィ料率規制等)の 禁止 や技術開示 に関す るルー

ル の整備等 につき,TPP協 定 に何 らかの規定が盛 り込まれ る ことになれ ば,我 が 国企 業が海外 において技 術 を

守 り,技 術 で稼 ぐ環境 を整 える上 で有 益である。

(2)我 が 国に と り慎 重な検 討 を要 す る可能性が ある主な点

(ア)TPP協 定交渉参加 国間 のFTAに は,我 が国法制度 とは整 合的でない,例 えば以下 のよ うな規定 が存在 す る も

のが ある。 このよ うな規定 が採用 され る場合 には,慎 重 な検討 が必要 となる。

① 特許:発 明の公表か ら特 許出願す るまで に認め られ る猶 予期間 を12ヶ 月にす る。

② 商標:視 覚 によって認識 で きな い標 章(例 えば音)を 商標 登録 で きるよ うにす る。

③ 著作 権;我 が国制度 よ りも長 い期間,著 作権 を保護す る。

④ 刑事 手続:著 作権侵害 につ き職権 で刑事手続 を とる ことを可能 にす る。

⑤ 地理 的表 示1商 標 制度 を用 いた出願 ・登録 型による地理 的表示 を保護す る。

(イ)P4協 定及 び豪 ・NZ・ASEAN・FTAに は,遺 伝資源,伝 統 的知識及び 民間伝承(フ ォー ク ロア)に 保護



を与え る ことを可能 とす る旨の条項が含まれて いるが,こ うした規定 が求め られ る場合には,慎 重 な検 討が必要 と

な る。ただ し,こ れ らについてはそ もそも定義等の基本的な事項 を巡 って 多数国間の場で南北対立 が続 いてお り,

この よ うな事項がTPP協 定に盛 り込まれ る可能性は低 い。



(別添10)

TPP協 定交渉参加国間及び我が国の既存の協定一知的財産

(O:規 定 あ り,×:規 定 なし)

規定内容 P4協 定
米 ペ ル ー

FTA

米豪

FTA

占
豪 ・NZ・

ASEAN・

FTA

日本の

EPA

総
則

・

原
則
等

内国民待遇 外 国人 と自国民に対し,同等(無 差 別)の 待遇を

与えることを定める。
0 0 0 0 0

最恵国待遇
外国人間 の無差別待遇を定める。 0 O 0 0 0

透明性 出願 ・登録等 に関する情報公開について定める。 0 0 0 0 0

手続 簡素 化 ・調和 出願 ・登録手続等の簡素化 ・調和 について定め

る。
0 0 0 0 O

保
護
の
範
囲

・

基
準
等

特許 特 許の保護について定める。 0 0 0 0 0

意匠 意 匠の保護について定める。 0 0 0 O O

商標 商標 の保護について定める。 0 0 0 0 0

地理的表示 地理 的表示(GI)の 保護 について定める。 0 0 0 0 0

著作権等 著作権 及び関連する権利(実 演,レ コード,放 送)

の保護 について定める。
0 0 0 0 0

不正競争 不正競争 からの保護について定める。 0 0 0 0 0

権
利
執
行

民事救済 知財権侵害に関する民事救済措置について定め

る。
0 0 0 0 0

刑事手続 知財権侵害に関する刑事手続について定める。 0 0 0 0 0

デジタル環境関連 デジタル環境下の著作権保護について定 める。 O 0 0 0 0



KimberleeWbatherall先 生 弱、

KimberleeWeatherall先 生は、オー ス トラ リア クイー ンズ ラン ド大 学TC

ベイル ン校 にて 「上席講 師」 として勤務 して います。

同講師 は知的財産権 法 を専攻 されてお り、特 に国際取 引と知的財産 の関係及

び知的財産権 の管理 と執行 を専門 と して います。

また、米国、英 国、欧州及 び豪州 に於いて知的財産権 に関す る研究 を公表 し

てお り、米国、英 国、欧州 、 シンガポール 、中国、韓国及び台湾な どで開催 さ

れ た国際会議 にお いて講師 と して招待 され 、講演 を行 ってき ま した。

先生は、2006年 よ り豪州IP小 委員会 の委員 に就任 してお り、2005年 には豪

州デ ジタル アライ アンス の、2010年 には豪州 人文法 律セ ンターの委員にそれぞ

れ指名 され ています。また、2012年 にはシ ドニ ー大 学法学部准教授 に職 に就 く

予定 にな って います。

キ ンバ リー先 生は豪州 と米国 のFTA交 渉が行われた2003-4年 以降、国際取

引交渉 に於 ける知 的財産 を巡 る議論 に関与 してお り、特 に、豪州議会 に対 して

豪米FTAの 影 響 につ いて の証言 を行 ってお り、豪政 府 の知的財産権 法関連 の

改正法案の作成 に も助 力 され ま した。

また、先生は偽造品 の取引の防止 に関す る協定(仮 称)及 びTPPに 関する著

名な専門家で あ り、豪州 国内は もとよ りシンガポールや ワシ ン トンDCに おい

て これ らの合意 ・交渉 に関 して発言 してい ます。

以 上



環太平洋戦略的経済連携協定:知 的財産法に関す る懸念

キ ンバ リー ・ウェ ザ オ ール ・

1は じめに

本書 では、米国が環 太平洋 戦略的経 済連携協 定(TPP)交 渉で要求 してい る主な知的財

産規 定につ いて概説 す る とともに、これ らの規定 と先 日署名 された偽 造品の取引の防止

に関す る協 定(ACTA)1と の違 い につい ても必要 に応 じて説 明す る
。

米 国が望む規定 を盛 り込 んだTPPに 署名す るとい うこ とは、デジ タル経 済の促進や イ

ノベー シ ョンの奨励 といった 目的 にかか わ らず 、自国の著作権 改革 にっいて議論す る場

合 には まず 、望 む改革 が実施可能 か否 かを確認 しなけれ ばな らない、とい うこ とであ る。

日本の著作権法 を改正す る前 に、米 国の許可 を求 めなけれ ばな らないので ある。また、

医薬 品 に関す る規則や薬価 を改定す る場合 に も、そ の都 度米 国 との交渉が必要 とな る。

TPPは 知的財産だけの問題 にとどまらない。知的財産や農業以外の分野で米国が日本に

対 して改善を要求 している問題には、例えば次のものがある。

o

o

o

日本の電気通信市場(米 国は市場アクセスの拡大を要求)

クラウ ドコンピューティング(米 国はデータサービスについて、提供場所が日

本国内か国外かにかかわらず非差別の原則を要求)

外国企業の 日本の政府調達における参加資格

日本の自動車市場へのアクセス

日本の2002年 血液法(米 国は血漿製剤の輸入規制撤廃を要求)

★ ク イ ー ン ズ ラ ン ド大 学 法 律 学 科(TCBeirneSchoolofLaw)上 級 講 師
。2012年1月 、 シ ドニ ー 大 学 准 教 授

に 就 任 予 定 。 連 絡 先=weatherallaaaleedu

著 作 権 お よ び 執 行 に 関 す る 規 定 の 詳 細 に つ い て は 、 キ ン バ リー ・ ウ ェ ザ オ ー ル 『報 じ られ た2011年2

月 米 国TPP案 の 知 財 関 連 章 の 文 言 に 関 す る オ ー ス トラ リ ア の 視 点 か ら の 分 析:著 作 権 と 執 行(An

AustraLianAnalysisoftheFebruary2011LeakedUSTPPAIPChapterTex卜 一copyrightandenfbrcement)』2011

年(未 出 版 、SeiectedWorksofK}mberieeGWeatherall[hゆ:〃works,bepress.com/kimweatheral】/22]に て 公

開)を 参 照 の こ と。 な お 、 特 許 規 定 の 詳 細 に つ い て は 、PublicqUzenに よ る 分 析

(hαp:〃wwwcitizen.org/rrans-pacific・FTA-chans)を 参 照 さ れ た い 。
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このよ うに多岐 にわ たる 日本 の国内法規 が見直 しの対 象 とな りかね ない。 米 国はまた、

外 国人投資家 が国 際仲裁 手続 き を利 用 して 直接政府 に対す る損 害賠償請求 がで きるよ

う、TPPに 投 資家 ・国家間の紛争処理規定 を盛 り込む こ とも望 んでい る。 日本人 に とっ

てTPPの 内容 は懸念す べき ものであ る。少 な くとも著者 は大 きな懸念 を抱 いてい る。

2著 作権

2.1著 作権 の存続期 間

米国 は、著作権 の存続期 間 を著作者 の死後70年 間、ま たは公 表後95年 間、または著作

物が公表 され なか った場合 には創 作後120年 間以上 とす るよ う提案 してい る(第4条 第

5項)。 日本 に とって これ は著作権 の存続期 間 が、個人 の著作物 の場合20年 、団体 名義

の著作物の場合25年 、映画 の場合50年 、それぞれ延長 され る ことを意味 す る。

2.2並 行 輸 入

米 国は、著作権者 が本 、雑誌、楽譜、録音物 、 コン ピューター プ ログラム、DVDの 輸

入 に関す る権利 を専有す る ことを提案 してい る(第4条 第2項)。 この よ うな規則 は当

該製 品の価格 を人為的 に高 く維 持す るもの となる。

2.3迂 回防止規則

迂回防止規則は、著作権者が 自身の著作物の使用制御 のために導入する技術的手段の保

護を目的 としている。米国は、アクセス制御 の迂回やアクセス制御迂回技術の開発 ・配

布 を禁 じる規則につき、刑事罰あ導入などによる厳格化を提案 している。

2.4オ ンライ ンサー ビスプ ロバイ ダー の法 的責任

米国 は、インターネ ッ トサー ビスプ ロバイ ダー の法 的責任 を米国法 と同 等 とす る よ う望

んで いる。米国の提 案は 、この分野にお ける 日本法 の大幅 な改正 を必要 とす るもので あ

り、デ ジタル 経済 の不確実性 を高め ると とともに政 治論争 をも招 きかね ない。

25著 作権の執行
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米国は、損害賠償 とその算定方法、予備手続き、訴訟費用支払い命令、著作権侵害物品

の廃棄などに関する詳細な規定を望んでお り、これには、裁判所は著作権者が申し立て

る損害賠償手段はいかなるものであれ検討 しなければな らないといった規定も含まれ

る。米国はまた、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRPS協 定)よ りも厳格

に著作権侵害を処罰すること、法執行機関に訴追に関す る職務権限を与えること
、(損

害賠償額を事前に定めた)法 定賠償制度 を導入することも希望 している。米国の法定賠

償では、個人に対 し、一般人ではとても支払えない高額の損害賠償額が課されることも

ある。さらに米国は、他国への トランジット中の物品であっても著作権侵害が疑われる

ものであれば税関職員が差 し押さえられるようにすることも提案 している。トランジッ

ト中の物品の差 し押 さえは、過去にこれを利用 して南米への後発医薬品の出荷が差 し止

められ、市民の必須医薬品へのアクセスに影響が出たため、議論が分かれる問題である。

3特 許 と医療

米国は医薬品や医療 をはじめとする分野の特許についても、数々の要求を行っている。

こうした要求の多くは、革新的な新薬 を生み出す製薬会社のために知的財産保護を強化

し、競合す る後発医薬品メーカーの参入機会を減少 させることを目的 としたものである。

これは医薬品価格を人為的に高 く維持 し、医療制度にかかる費用負担の増加にっながる

恐れがある。

3.1新 たな 「形態」へ の特許 の拡 張

米国 は特許付与 の対 象を拡 張す る ことを望ん でい る。米国案で は、医薬 品の特許権者 は

その医薬品 の新 たな剤形や わずか な変更 に関 し、当該 医薬品の薬効 向上に全 く関係 がな

くて も、特許 を出願 でき ると してい る。

3.2特 許 権存続期 間の延 長

米国は、審査の不当な遅れ を相殺するための特許権存続期間の延長 も提案 している。こ

れは、競合企業に負担を課 し、技術市場の競争を遅 らせるのみならず、特許庁の業務量

増加にもつなが りかねない。

3,3デ ー タへ の排他 的権利
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米国はデータへの排他的権利、すなわち臨床試験データの保護 も提案 している。これは、

製薬会社に自社臨床試験データに関す る事実上の排他的権利を付与す るものである。米

国は生物学的製剤 については12年 間を提案す る可能性があ り、これは日本における現

.行期間の倍 に相当する
。

3.4特 許 有効 の推定

米 国は、訴訟 にお いて特許(お よび商標)を 有効 な もの と推 定す るこ とを提案 して いる。

これ は、特許 無効請 求や、誤 って付与 され た特許の特許原 簿か らの 削除を一層 困難 にす

る ものであ る。

3.5特 許権侵害に対す る損害賠償

米国は特許権侵害に対する3倍 賠償(実 損の3倍 額の賠償)規 定を望んでいる。これは

ACTAで 定められた範囲を超 える内容である。

3.6医 療分野における特許以外の問題

米国は、各国における医薬品や医療機器の価格抑制のための制度を非常に懸念 してお り、

こうした制度に関する規則を作 り、本分野における意思決定の透明性を高める(す なわ

ち、製薬会社が意思決定に関与する機会を増やす)よ う要求 してい る。米国がこうした

問題についてどのよ うな文言を提案するのかは、現時点では定かでない。しか し日本は、

TPPに よって医薬品や医療機器 の価格が上昇す る恐れがあることを強 く認識すべきで

ある。

4米 国案には何が欠けているのか

米国 の提案 に欠 けてい る点は、大 き く分けて2つ ある。1つ は、バ ランスの取れた配慮

で ある。個人 情報や 営業 秘密 を保 護す るための提 案 も、比例性 と公正 ・公平性 を兼 ね備

え、新た な貿易障壁 とな らない 方法 で執行す ることを義務付 けるための提案 も存在 しな

い。しか し、こ うした点の確保 は非 常に重要で ある。知的財産 法は、最新技術への追随、

利用者 の正 当な行 為、知識や革新的技術 の共有 な どを過度 に妨 げる ことな くイ ノベー シ

ョンの創出 を後押 しすべ く、常 にバ ランスの取れ た ものでなけれ ばな らないた めで ある。

4



提案 に欠落 してい るものの2点 目は 、米 国の知 的財産権執行 にお ける一方的措置 の拡 大

に対 処す るための規定であ る。例 えば、米 国の法執行機 関がインターネ ッ ト上の知的財

産権侵 害 に対 して最近利 用 してい る手段の1つ は、 ドメイ ン名 の差 し押 さえで ある。米

国外 の ドメイ ン名 が差 し押 さえ られ ることす らある。すなわ ち 日本企業で あって も、米

国 の権 利者 の 申 し立てに よって 自己の ドメイ ン名が 差 し押 さえ られ る恐れ があ る とい

うこ とにな る。こ うした一方的措置 は、知的財 産権執行 にお ける国際 協力 の妨 げにな り

か ねない。 貿易協定た るTPPは 、 こ うした一方 的措置 に正 面か ら向かい合 うべ きであ

る。

5



環太平洋戦略的経済連携協定=

知的財産に関する章 と日本にとっての意味合い

◎

キ ン バ リ ー ・ウ ェ ザ オ ー ル
ク イ ー ン ズ ラ ン ド 大 学

法 律 学 科(TCBeirneSchoolofLaw)上 級 講 師



◎ 、
・現 在 の 交 渉 参 加 国=ブ ル ネ イ 、チ リ、ニ ュー ジ ー ラン ド、

シ ン ガ ポ ー ル 、オ ー ス トラ リア 、ペ ル ー 、米 国 、ベ トナ ム 、

マ レー シ ア

・包 括 的 な地 域 自由貿 易 協 定=市 場 アクセス、原 産 地規

則 、政 府 調 達 、投 資 ・金 融 サー ビス 、電 気 通信 、衛 生 ・

植 物検 疫 措 置 、紛 争 解 決 、知 的財 産 など全20章

・懸 念 され るリスク=イ ノベーション、デジタル 経 済 、医療 、

特 許 制 度 、日本 が 自国 の公 益 に資 する法 律 を制 定す

る能 力

は じめに
1ズ'、 ＼



◎}
・著 作 権 の 存 続 期 間 は著 作 者 の死 後70年 間 ま た は公

表 後120年 間=日 本 に と って これ は

○個 人 の 著 作 物 の場 合20年

○団体 名 義 の 著 作物 の 場 合25年

○映 画 の 場 合50年

それ ぞれ 延 長 され る ことを意 味 す る

・本 、雑 誌 、 楽 譜 、録 音 物 、 コ ン ピュー ター プ ログ

ラム 、DVDの 並 行輸 入 禁 止

著作権
〆・(



著作権(続 き)

◎
・迂 回防止規 則 の変更=ア クセス制御 の迂 回 に対 す る民

事 ・刑 事責任 の追及 、 および例外 の厳格 な適 用

(ACTAの 規 定 を大巾副こ超 える内容)

・オ ンライ ン(イ ンター ネ ッ ト)サ ー ビス プ ロバ イ ダー

の法 的 責任 に関す る 日本法規 の米国法 に則 した改 正=

不確 実 性 の高 ま りと政 治論争の恐れ

・以下 を含 む広範 な救済 ・執行規 定=

○損害賠償額算定に関する新たなルール

○法定賠償

○刑事責任強化

○ トランジッ ト中の物品の税関による差 し押 さえ



特許 と医療
1

・後 発 医薬 品 メー カー を犠牲 に して、革 新 的な新薬

を生み 出す 製薬会社 の権 利強化 を狙 った変更



O
・特 許 付 与 の 対 象=

「締約 国 は、公知 の物 の いか なる新 たな形 態、用途 、利用法 に対 し

て も特 許 を付 与 できる こと、 および、公知 の物 の新た な形態 、用途 、

利用法 は、その発明がその物の公知 の効能 の改善 につなが らな い場

合 で あ って も特 許要件 を満 た し得 る ことを確認す る」

・審査 ・付与 手続 きの遅れ を相殺 す るための特 許権

存続 期 間の 延長

・デー タへ の排他 的権 利 の強化=生 物学 的製剤 の場

合 で最 大12年(現 行 日本法 の下 での期 間の倍)ま

で延長 され る可能性

・特 許 か ら規 制 当局 に よ る医薬 品承認制 度 ま で

特許 と医療(続 き)
1ズ 、 ・、



/ズ

・特許 と商標の両方に関する有効の推定

・特許権侵害の場合の3倍 賠償、および合理的な使用

料 による最低限の賠償額

・開発途上締約国に対する限定的な柔軟性

特許 と医療(続 き)

10/



医療

◎1
・米 国 は 、 医薬 品や 医療 機 器 の価 格 を統 制 ・抑制 す

るた め に導 入 され て い る医薬 品価 格 制 度 や仕 組 み

を懸 念

o医 薬品の価格抑制を1ヨ的とした海外平均価格(FAP)等

の参考価格制度の採用に対する圧力

○意思決定過程の透明性強化(す なわち、革新的な新薬を

生み出す製薬会社の価格決定への関与強化)を 要求



何が欠 けているのか

O
・知的財 産 分野でのバランスと公益を促進するための

規 定 、個 人情報 保護 のための規 定 、知 的財産権 が新

たな貿 易障壁とならないようにするための規 定 、およ

び執行 手続 きの比例 性 と公平性を確 保するための規

定

・米 国の一 方 的措置(ドメイン名の差 し押さえなど)に 対

処するための規 定



O
・日本の電気通信市場

・クラウ ドコンピューテ ィング=米 国はデー タサー ビス に

ついて、提供場所が 日本国内か国外かにかかわ らず非差

別の原則 を要求

・外国企業の 日本の政府調達における参加資格

・日本 の 自動車市場へのアクセス

・日本の2002年 血液法=米 国は血漿製剤 の輸入規制撤廃 を

要 求

・協定違 反 に関 して外国人投資家が直接政府 を訴 える こと

を可能 とす る投資家 ・国家間の紛争処理規定

知的財産以外の問題
1'/へ'訊



ま とめ

O
・TPPに お け る知 的財 産 に 関す る章 は 、 以下 に対 す

る リス ク を もた らす=

○著作権のバ ランス

○デ ジタル経済におけるイノベー シ ョンの促進

○医療 と後発 医薬 品

○アジア地域 における医薬品へのアクセス

○日本が 自国の公益促進のために法 を制定す る自由

・日本 は上 記 リス ク を もた らす規定 に反 対す る こと

が 可能 で あ り、 こ う した反 対 は他 の交 渉参加 国か

らの支 持 も得 られ る


